














区分 評価方法

宅地（市街化区域） 市街地宅地評価法（下記に詳細あり）

宅地（市街化調整区域） 市街地宅地評価法及び市街地宅地評価法に準じた方法

市街化区域農地、雑種地等 宅地と同様の評価であるが、地目に応じた減価補正を適用する

一般農地、山林、原野 ( 原野並み雑
種地含む ) 標準地を選定し、その標準地の１㎡当たりの価格を用いる

農業用施設用地
付近の農地の価格　+　造成費相当額
※農業用施設が農家の敷地外にある場合に限る
（敷地内にある場合は、宅地評価）





























業種 主な償却資産の例

全業種 門塀、防火壁、舗装路面、テレビ、冷蔵庫、エアコン、アンテナ、屋外消火栓、街路灯、
太陽光発電施設　等

小売業 看板、ネオンサイン、レジスター、マネキン人形、模型、陳列ケース、冷暖房用機器、
自動販売機　等

不動産貸付け業 舗装路面、門、堀、屋外消火栓、防火壁、アンテナ、緑化施設、自転車置場、冷暖房施設、
屋外給排水衛生整備　等

理・美容業 理・美容椅子、応接セット、パーマ器、消毒殺菌設備、湯沸かし器、蒸し器　等

建設業 ブルドーザー等の自走作業機械、コンプレッサー、ポンプ、コンクリートカッター、
大型特殊自動車、建設工業用設備　等

農業 ビニールハウス、ボイラー　等






























	00表2-01
	02-03
	04-05
	06-07
	08-09
	10-11
	12-13
	14-15
	16-17
	18-19
	20-21
	22-23
	24-25
	26-27
	28-29
	30-31
	32-33
	表紙



